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した日から３ヶ月が経過した時の属する月の月末

大型車とは、貨物の場合は、最大積載量５トン以上車両総重量８トン以上、乗用の場合は２ナンバー

※大型車とは、貨物は、積載量５トン以上、車両総重量８トン以上。乗用は、２ナンバーとする。

１）以外の小型車等で軽自動車を含む

した日から６ヶ月が経過した時の属する月の月末





経過した時の属する月の月末

経過した時の属する月の月末

経過した時の属する月の月末

経過した時の属する月の月末







大型車　次のいずれか早い時とします。
①整備を完了した日から３ヶ月が経過した時の属する月の月末
②整備を完了してからの走行距離が20,000kmに達した時）
小型車・軽自動車　次のいずれか早い時とします。
①整備を完了した日から６ヶ月が経過した時の属する月の月末
②整備を完了してからの走行距離が20,000kmに達した時）
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指定番号を記入する 適合証連番

静岡市駿河区国吉田1-2-3
安心自動車整備工場（株）

ゴム印

2 3 4 5 3 1 静岡市駿河区国吉田1-2-3
安心自動車整備工場（株）







































今野　秀明

佐々木　秀樹

坂井　光藏

副会長

第８次改訂

あとがき
　会員の皆様のご理解とご協力で、当会の共済事業が順調に運営出来ていることに心より感謝し
お礼申し上げます。
　「自らの仕事に責任を持ち、お客様へ安全の証として整備箇所について保証する事」
この制度は、約４０年も前に静岡県の指定整備事業場の先人たちが考え仕組みを作り上げた、素晴ら
しい整備共済制度です。過去、その時 の々変化に合わせて改定を重ね、現在の内容に至っています。
　今回もプロジェクト委員会・提携損保会社の皆様にご協力いただき、この改訂版を発行することが
出来ました。関係された方 に々お礼申し上げます。

今後も、会員の皆様のご協力をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

静岡県指定整備保障共済会
会長　今野　秀明

令和 ４年　8月18日 （2022年）




